和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱

（目的）

第1条　この要綱は、和泉市良好な住環境を守り育てる住宅まちづくり基本条例（平成13年和泉市条例第6号。以下「条例」という。）に示す住宅まちづくりの基本方針に基づき、市民が自主的に取り組む住宅まちづくり活動に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条　この要綱における用語の意義は、条例の例による。

（助成対象）

第3条　助成対象は、次項から第4項までに定めるとおりとする。ただし、他の和泉市補助金交付制度により補助金の交付を受けているものは除く。

2　助成を受けることのできる者（以下「助成対象団体」という。）は、次に掲げる者とする。

(1)　条例第5条第2項の規定により認定された住宅まちづくり協議会（以下「協議会」という。）

(2)　別に定める基準により認定を受けた住宅まちづくり研究会（以下「研究会」という。）

3　助成を受けることのできる活動（以下「助成対象活動」という。）は、次に掲げるものとする。

　(1)　事務運営及び連絡調整活動

　(2)　会報、パンフレット等の発行及び配布等の広報活動

　(3)　地域住民への啓発活動等

　(4)　研修会、講演会等の開催及び参加

(5) 協議会が行う住宅まちづくり提案の策定及び住民協定の締結

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める活動

4　助成の対象とする経費（以下「助成対象経費」という。）は、次に掲げるものとする。

　(1)　事務運営及び連絡調整活動に要する印刷製本費、郵送料及び会議室借上費

　(2)　広報活動に要する印刷製本費及び郵送料

　(3)　啓発活動等に要する印刷製本費、郵送料及び会場借上費

　(4)　研修会、講演会等の開催に要する会場借上費、講師謝礼金、印刷製本費及び郵送料並びに他団体主催の研修会、講演会等への参加に要する負担金及び交通費
　(5)　地域の抱える問題又は課題についての調査研究に要する図書購入費

　(6)　協議会が行う住宅まちづくり提案の策定に要する経費及び印刷製本費
　(7)　前各号に掲げるもののほか、市長が認める費用

（助成率及び助成金額）

第4条　助成率は、前条第4項に規定する助成対象経費の2分の1以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

2　助成金額は、助成対象団体につき次に掲げるものを限度とし、原則として年度単位とする。

　(1)　協議会は年20万円

　(2)　研究会は年10万円

3　助成金を交付すべき金額の総額が予算額を超える場合は、定率に減額する。

（助成回数）

第5条　助成金の交付は、１団体につき１年度に１回とし、同一団体につき次に掲げるものを限度とする。

 (1)　協議会は3回

(2)　研究会は2回

（助成金の交付申請）

第6条　助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付申請書（様式第1号）に次に掲げる書類を添えて、毎年6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、申請期限を延長することができる。

　(1)　住宅まちづくり活動計画書（様式第2号）

　(2)　住宅まちづくり活動スケジュール表（様式第3号）

　(3)　住宅まちづくり活動収支計画書（様式第4号）

　(4)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（助成金の交付条件）

第7条　助成対象団体は、助成対象活動の実施に当たり、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

　(1)　助成金は、助成対象活動以外の用途に使用してはならない。

　(2)　助成対象活動の内容又は助成対象経費の配分を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

　(3)　助成対象活動が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

　(4)　この要綱の規定を遵守しなければならない。

（助成金の交付決定）

第8条　市長は、第6条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正なものについては、助成金交付を決定するものとする。

2　市長は、前項の規定により助成金交付を決定したときは、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定通知書（様式第5号）により助成団体に通知するものとする。

（助成金の交付）

第9条　市長は、前条の規定により決定した助成金額を概算払いにより交付することができる。

2　助成金を交付請求しようとする助成対象団体は、助成金交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付請求書（様式第6号）に和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

（完了実績報告）

第10条　助成金の交付を受けた助成対象団体（以下「助成団体」という。）は、助成対象活動が完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに和泉市住宅まちづくり協議会等助成金完了実績報告書（様式第7号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

　(1)　住宅まちづくり活動報告書（様式第8号）

　(2)　住宅まちづくり活動収支決算報告書（様式第9号）

　(3)　領収書等証拠書類

　(4)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（助成金額の確定）

第11条　市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金額を確定するものとする。

2　市長は、前項の規定により助成金額を確定したときは、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金額確定通知書（様式第10号）により助成団体に通知するものとする。

（助成金の精算）

第12条　市長は、前条第1項の規定により助成金額を確定した場合において、既にその額を超える助成金を交付しているときは、期限を定め、助成金の返納を和泉市住宅まちづくり協議会等助成金返納通知書（様式第11号）により助成団体に通知するものとする。

（助成金の返納）

第13条　助成団体は、前条の規定による通知があったときは、期限までに助成金を返納しなければならない。

（交付決定の取消し）

第14条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消しを和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定取消通知書（様式第12号）により助成団体に通知するものとする。

　(1)　助成対象活動の中止、又は廃止を確認したとき。

　(2)　助成対象活動の執行の方法が不適切であるとき。

　(3)　この要綱に基づき提出された申請書等の内容に虚偽があり不正な方法で助成金を受領したとき。

　(4)　この要綱に違反する行為を行ったとき。

（助成金の返還）

第15条　市長は、前条の規定に該当すると認めたときは、期限を定め、助成金の返還を和泉市住宅まちづくり協議会等助成金返還通知書（様式第13号）により助成団体に命じるものとする。

2　前項の規定により助成金の返還を命じたときは、第13条を準用する。

（指示等）

第16条　市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成団体に対し、当該助成金の使途について指示し、検査することができる。

（委任）

第17条　この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

　　　附　則

この訓令は、平成18年6月12日から施行する。

附　則　

この訓令は、平成24年5月15日から施行する。

　　　附　則

　この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附　則（令和8年2月17日　一部改正）
この訓令は、令達の日から施行する。
様式第１号（第６条関係）


様式第２号（第６条関係）


様式第３号（第６条関係）


様式第４号（第６条関係）


様式第５号（第８条関係）


様式第６号（第９条関係）


様式第７号（第１０条関係）


様式第８号（第１０条関係）


様式第９号（第１０条関係）


様式第１０号（第１１条関係）


様式第１１号（第１２条関係）


様式第１２号（第１４条関係）


様式第１３号（第１５条関係）





年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付申請書





和泉市長あて





団体名　　　　　　　　　　　　　　　


代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　


代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


電話番号　　　　　　　　　　　　　　　








　　　　　年度の助成事業において、助成金の交付を受けたいので、和泉市住宅まち


づくり協議会等助成金交付要綱第6条の規定により、関係書類を添えて申請します。





認定番号�
第　　　号�
認定年月日�
　　　年　　月　　日�
�
助成対象団体の認定内容�
住宅まちづくり協議会・住宅まちづくり研究会


（該当するものに○をしてください。）�
�
助成対象経費�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
助成金交付申請金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
助成対象事業の趣旨又は目的�









�
�
連絡先


（常時連絡の取れる者）�
住　　所


氏　　名


電話番号�
�
【添付書類】


（1）住宅まちづくり活動計画書（様式第２号）


（2）住宅まちづくり活動スケジュール表（様式第３号）


（3）住宅まちづくり活動収支計画書（様式第４号）


（4）その他市長が必要と認める書類�
受付印


�
�






























住宅まちづくり活動計画書











年度　住宅まちづくり活動計画�
�
活動項目�
内容の説明�
�
�
�
�



※　活動項目欄は、助成対象事業の内容に合わせて、住宅まちづくり活動や行事名などを記入してください。














住宅まちづくり活動スケジュール表














活 動 時 期


活 動 項 目�
　　　　年度�
�
�
4月�
5月�
6月�
7月�
8月�
9月�
10月�
11月�
12月�
1月�
2月�
3月�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






※　活動項目欄は、住宅まちづくり活動計画書（様式第１号）に記入された助成対象事業の内容に合わせてください。














住宅まちづくり活動収支計画書








　収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）


科　　目�
金　　額�
明　　細�
�
市助成金�
�
�
�
収入合計�
�
�
�



　支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）


科　　目�
金　　額�
左のうち充当


する助成金額�
明　　細�
�
�
�
�
�
�
支出合計�
�
�
�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定通知書








　　　　　　　　　　　　様








和泉市長　　　　　　　　　　　印








　　　　　年　　月　　日付けの申請について、以下のとおり交付することに決定しましたので、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱第8条第2項の規定により通知します。





年度�
　　　　年度�
交付決定番号�
第　　　　号�
�
助成金交付決定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�



























　※　交付条件


　　１．助成金は、当該助成対象活動以外の用途に使用してはならない。


　　２．助成対象活動の内容又は助成対象経費の配分を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。


　　３．助成対象活動が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。


　　４．和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱の規定を遵守しなければならない。








年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付請求書





和泉市長あて





団体名　　　　　　　　　　　　　　　


代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　


代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　


電話番号　　　　　　　　　　　　　　　


                          （代表者が自署しない場合は、記名押印をしてください。）





助成金の交付について、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱第9条第2項の規定により、以下のとおり請求します。





交付決定番号�
第　　　号�
交付決定年月日�
　　　年　　月　　日�
�
助成金交付決定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
振込先�
金融機関名�



�
支店名�
�
�
�
口座種別�
�
口座番号�
�
�
�
口座名義�
住所


カナ


氏名�
�
【備　　考】


　和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定通知書(様式第５号)の写しを添えて、助成金交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に本請求書を提出してください。�
受付印


�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金完了実績報告書





和泉市長あて





　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　








　　　　　年度の助成事業において、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱


第10条の規定により以下のとおり提出します。








交付決定番号�
第　　　　号�
決定年月日�
　　　年　　月　　日�
�
助成金交付決定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
活動実績の効果等�





















�
�
【添付書類】


　(1)　住宅まちづくり活動報告書（様式第８号）


(2)　住宅まちづくり活動収支決算報告書兼助成金精算書　　（様式第9号）


(3)　領収書等証拠書類


(4)　その他市長が必要と認める書類�
受付印�
�















住宅まちづくり活動報告書











年度　住宅まちづくり活動内容�
�
活動項目�
実施期日�
内容の説明�
�
�
�
�
�



※　活動項目欄は、助成対象事業の内容に合わせて、住宅まちづくり活動や行事名などを記入してください。














住宅まちづくり活動収支決算報告書








　収　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）


科　　目�
金　　額�
明　　細�
�
市助成金�
�
�
�
収入合計�
�
�
�



　支　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）


科　　目�
金　　額�
左のうち充当


する助成金額�
明　　細�
�
�
�
�
�
�
支出合計�
�
�
�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金額確定通知書








　　　　　　　　　　　　様








和泉市長　　　　　　　　　　　印














　　　　　年　　月　　日付けの報告により、次のとおり助成金額が確定しましたので、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱第11条第2項の規定により通知します。








年度�
　　　　年度�
交付決定番号�
第　　　　号�
�
助成金確定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金返納通知書








　　　　　　　　　　　　様








和泉市長　　　　　　　　　　　印








和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱第12条の規定により返納するよう


通知します。





年度�
　　　　年度�
交付決定番号�
第　　　　号�
�
助成金交付決定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
助成金確定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
返納金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
返納期日�
　　　　　　　　年　　月　　日まで�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付決定取消通知書








　　　　　　　　　　　　様








和泉市長　　　　　　　　　　　印











　　　　　年　　月　　日付けで交付決定した助成金について、和泉市住宅まちづくり協議会等助成金交付要綱第14条の規定により取り消すことを通知します。








年度�
　　　　年度�
交付決定番号�
第　　　　号�
�
助成金交付決定金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
取消理由�
�
�









年　　月　　日





和泉市住宅まちづくり協議会等助成金返還通知書








　　　　　　　　　　　　様








和泉市長　　　　　　　　　　　印











　　　　　年　　月　　日付けで交付決定を取り消したので、和泉市住宅まちづくり


協議会等助成金交付要綱第15条の規定により助成金を返還するよう通知します。








年度�
　　　　年度�
交付決定番号�
第　　　　号�
�
助成金交付決定金額�
    　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
返還金額�
　　　　　　　　　　　　　　　　　円�
�
助成金返還期日�
　　　　　　　年　　月　　日まで�
�









